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し
で
馨
れ
ら
れ
た
こ
と
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し
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．
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↓
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の
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し
の
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、
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ル
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か
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で
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、
民
法
改
正
と
い
う
事
・
態
の
焚
生
は
、
多
く
の
民
法
學
交
霊
を
加
え

た
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見
地
よ
り
み
る
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淺
る
べ
き
書
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、
果
し
て
そ
の
中
の
幾
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
大
部
分
は
再
び
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立
、
法
者
の
三
つ
の
訂
正
の
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が
あ
れ
ば
忽
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故
と
化
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」
べ
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も
の
で
は
な
炉
で
あ
ろ
う
か
。
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要
徒
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し
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か
ふ
る
時
・
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今
日
に
至
る
ま
で
の
民
法
學
研
究
の
総
括
」
と
欝
ぜ

ら
れ
る
宮
崎
贅
の
本
選
學
書
提
供
せ
ら
れ
た
。
良
董
の
発

展
を
慮
る
學
徒
の
噌
人
と
し
て
衷
心
よ
り
欣
快
に
た
え
な
い
。
若
輩

、
淺
學
を
も
顧
み
す
と
」
に
紹
介
の
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を
執
る
所
以
も
、
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介
者
の
敷
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と
敬
慮
の
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衷
を
表
明
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
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本
書
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授
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も
の
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教
授
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法
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質
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で
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所
読
の
詳
細
を
紹
介
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る
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と
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の
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に
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思
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冒
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承
認
を
必
要
と
す
」

る
。
然
ら
ば
祉
會
は
何
故
に
各
個
人
に
所
有
櫓
を
認
め
る
の
で
あ
る
．

　
　
　
．
i
　
　
　
　
　
　
　
蒐
　
・
　
一
〇
士
　
「
，
　
　
　
　
　
　
　
　
’

ミ章
h’



■

～

し
ず

∵、

ｲ、

　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
ま
疫
．
所
有
樫
は
欝
欝
と
汰
格
と
の
結
合
を
媒
介
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
、
熱
源
は
所
哨
樺
を
通
じ
て
人
格
の
中
に
吸
牧
せ
、
ち
れ
る
9

　
．
　
　
　
　
　
　
斯
う
角
度
か
ら
無
季
す
れ
ば
n
所
有
椹
は
人
格
に
固
着
す
る
自
由
の

　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
訟
購
提
條
件
餐
あ
・
る
。
所
有
に
黙
り
て
安
定
を
得
、
安
定
に
よ
っ
て
宮
．

　
　
　
　
　
　
　
　
由
た
る
こ
と
を
得
る
。
そ
ヶ
し
て
安
定
と
自
由
の
存
す
る
所
に
丈
化

。
　
　
　
　
　
　
　
の
創
造
が
初
め
て
可
能
と
な
る
。
然
し
所
有
構
の
内
容
た
み
封
象
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
使
胤
、
牧
釜
γ
慮
分
の
自
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
激
會
上
め
制
度
と
周
じ

・
。
　
　
霧
封
的
の
む
の
で
ぽ
な
《
、
廃
皮
と
共
に
動
く
欝
柄
の
電
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
現
實
的
甦
會
情
勢
に
慮
じ
て
其
機
能
に
伸
縮
性
を
有
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
も
⑳
で
鷺
・
こ
．
齢
ガ
．
蘇
有
讐
勢
準
で
あ
る
倉
禽
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
常
に
入
墨
乏
し
て
止
ま
る
隈
懸
隔
共
心
の
最
奥
に
於
て
、
入
間
的
漕

　
　
　
　
　
　
　
．
家
庭
的
生
活
の
安
定
條
件
と
し
て
私
所
有
横
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
，

　
　
　
　
　
　
　
岡
ま
た
入
聞
は
家
庭
を
離
れ
て
は
眞
の
講
＆
満
足
を
選
出
し
得
な
い

　　

@　
@∴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
や
　
　
　
　
　
ぼ
き
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
お
　
　
　
ぎ
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
勾
契
約
㌔
契
約
ば
種
々
の
5
『
し
か
竜
内
容
葡
に
根
異
な
る
の
瞭
鉱
あ

麟
｝
～
　
ン
　
い
　
　
～

犠
浩
、
∵
ゾ
、
塞
欝
肇
藝
の
調
黎
繋
る
養
噂
象
慈
善
穣
の
峯
驚
∴
砒
簾
婁
擦
輩
塵
・
口

　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

・
　
・
　
　
　
㌦
　
・
　
　
　
　
；
一
　
　
∵
　
　
　
：
、
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
・
　
　
繭
◎
八
　
　
　
　
　
辞

し
よ
う
と
せ
ら
れ
ゐ
、
原
始
時
代
の
契
約
、
ギ
リ
シ
栖
団
坐
L
マ
以

後
の
契
約
思
想
、
車
世
封
建
鮒
下
に
於
け
る
契
約
、
近
代
殊
に
ル
ネ
配

　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

　
ッ
サ
ぞ
オ
以
後
に
於
け
る
契
約
思
想
が
s
教
授
の
豊
か
一
な
旧
識
に
国

払
て
展
開
せ
ら
れ
や
行
く
。
か
く
て
フ
ラ
玄
ス
大
革
命
以
後
、
喫
約
．
、

工
自
由
の
原
則
ば
、
所
有
榛
絶
鉗
a
原
則
乏
並
ん
で
ま
資
本
主
義
旗
鼠

磯
展
の
基
礎
と
な
つ
糸
わ
け
で
あ
る
が
㌔
然
し
契
約
自
由
の
名
の
下

た
、
経
濟
上
の
優
者
が
弱
者
を
塵
迫
す
る
手
段
に
供
せ
ヶ
れ
る
に
翼

　
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ゴ

リ
、
契
約
自
由
制
限
め
傾
向
を
招
來
し
、
更
に
進
ん
で
ば
「
契
約
ま

り
制
度
え
」
，
と
唱
え
る
読
者
も
・
現
れ
で
來
た
。
然
ら
ば
契
約
は
近
き
・

漿
漿
薦
滅
し
去
る
舞
舞
か
。
↑
．
覧
．
、
ボ
，
・
－

　
　
と
め
闘
乱
た
濃
し
て
敦
授
は
を
う
答
え
ら
れ
る
脅
，
　
’
、
・
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ナ
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
評
自
由
維
濟
が
、
統
翻
経
終
え
、
更
に
計
書
継
植
え
と
愛
遷
す
る
に
、

つ
れ
て
」
契
約
の
も
つ
嚢
が
稀
澹
な
り
、
契
約
参
飼
髪
ρ

一
傾
・
同
も
香
定
λ
は
さ
れ
ぬ
の
で
捻
る
が
悔
現
在
行
わ
れ
て
め
る
張
剣
、
．

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

一
霞
霊
的
維
纏
穣
蒸
器
時
差
馨
離
婁
婁
泌

藷
蓼
、
蒔
葡
竣
奮
髭
鎗
黒
蜜
傷
い
譲
あ
㌦
．

亭
曳
、
交
筍
k
三
野
λ
に
認
妙
ち
れ
差
自
歯
駕
虞
夢
し
懲
賓
生
活
琳
、

　
！
帖
　
　
　
　
　
　
　
噌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堕
懸
路
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“
夢
、
契
約
環
境
の
攣
化
に
よ
っ
て
、
其
重
要
性
の
増
減
は
あ
る
に
せ
　
源
と
し
て
の
家
族
が
考
察
せ
ら
れ
る
。

よ
、
契
約
そ
の
あ
σ
は
、
・
入
闇
の
歴
史
か
ら
沿
滅
し
去
る
口
は
來
な
　
　
教
授
は
、
「
家
族
」
の
本
質
を
、
入
格
な
る
理
念
を
通
じ
て
》
其
意
義
・

か
で
あ
ろ
5
，
。
．
（
以
上
第
四
章
契
柄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
保
有
す
る
法
律
上
の
根
本
概
念
の
一
つ
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
。
、

な
ら
し
む
る
た
め
忙
、
軽
口
に
わ
が
法
制
史
上
に
於
け
る
家
族
制
の
，
て
カ
ン
ト
の
婚
姻
観
、
－
家
族
観
を
學
げ
ら
れ
偽
。
カ
ン
ト
は
爾
親
と

浩
革
を
、
主
と
し
て
家
族
精
々
、
婚
姻
、
事
績
の
諸
關
係
を
心
心
と
、
其
子
等
と
の
關
係
を
も
、
一
の
抽
象
納
な
法
律
關
係
と
し
て
理
解
し

t
て
考
察
し
、
つ
ぎ
に
家
族
の
も
つ
経
濟
的
意
義
を
論
じ
、
最
後
に
　
た
の
で
あ
り
、
其
結
果
、
爾
親
と
子
等
と
ぼ
債
櫻
者
と
債
務
者
で
あ

家
族
の
本
質
を
哲
學
的
、
肚
會
學
的
、
、
法
學
的
見
地
か
ら
究
明
せ
配
り
、
他
の
簿
於
て
は
、
壷
と
毒
の
虫
垂
孝
る
も
の
と
し

乏
・
せ
ら
れ
る
℃
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
っ
て
、
家
族
は
自
由
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
協
同
燈
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

、
家
庭
法
は
歴
史
的
所
與
で
あ
ρ
て
浄
平
な
る
技
術
的
構
成
物
潅
b
ノ
　
あ
る
な
ど
と
ば
少
し
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
暗
い
て
フ
ィ
ヒ

得
な
い
総
に
、
其
特
質
を
有
す
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
・
現
態
の
わ
　
テ
」
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
を
紹
介
さ
れ
る
が
、
、
現
代
に
於
げ
る
婚
姻
制
・

が
「
家
族
」
．
・
の
存
在
理
由
を
検
討
す
る
に
は
、
わ
が
家
族
制
度
黛
を
　
度
、
家
族
制
度
は
極
勘
て
多
面
的
、
且
つ
複
雑
な
脇
の
で
協
っ
て
、

か
え
り
み
輪
ヒ
亡
が
必
然
的
に
要
求
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
之
等
哲
學
者
0
所
読
は
観
念
的
、
一
面
的
で
あ
っ
て
三
三
三
家
挨
生

　
か
A
る
見
地
に
立
っ
て
、
激
授
は
（
T
）
上
古
（
五
）
申
去
前
期
』
話
を
読
明
す
る
に
は
い
す
れ
も
不
充
分
で
あ
ち
、
‘
と
極
め
て
簡
軍
に

（
皿
）
中
古
中
期
（
W
）
中
古
後
期
（
V
）
近
古
　
に
分
け
て
、
日
　
片
付
け
ら
れ
る
。

本
家
族
一
皮
を
同
顧
ぜ
移
れ
柱
聯
，
　
、
一
・
．
　
　
　
’
。
　
　
　
　
然
ら
ば
現
代
に
於
け
る
婚
姻
、
家
族
は
、
如
何
檬
に
多
面
的
、
複

」
し
次
に
家
族
の
経
濟
的
意
義
を
（
A
）
．
氏
族
制
時
代
へ
B
）
家
父
長
．
雑
な
の
で
あ
」
ろ
う
血
。
　
　
　
、
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

制
時
代
（
C
）
近
代
的
家
族
制
時
代
　
に
分
け
て
歴
史
的
に
究
明
壱
　
　
敏
授
は
、
家
族
は
離
す
可
か
ち
ざ
る
三
．
つ
の
要
素
、
帥
ち
肯
然

ら
れ
、
近
代
経
濟
生
活
に
於
て
家
族
の
螢
む
機
能
か
ら
み
て
、
生
産
　
的
、
道
徳
的
、
法
律
的
要
素
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
其
一
．

主
毒
し
て
婁
族
、
馨
壷
亡
て
の
震
、
勢
働
者
の
供
給
を
馨
し
て
も
、
そ
毒
婦
窺
整
、
羅
某
罷
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
　
雲
　
　
r
一
瀞
　
　
　
　
　
　
　
；
「
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
冷
　
　
．
　
’

へ
，
函



＼
雫
胸

　　　囑筆　1マ、」
曽

忍
・
毒

霜
．
し

ン
と
・
酒
量
∵
㌧
．
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
譜

寳
　
、
し
寓
’
頓
．
綜
＼
　
ズ
ま
∴
玉
，
，
生
　
ぐ

　
　
　
　
／
　
〆
，
呂
梼
欧
碑
劣
等
士
霧
第
三
・
四
禽
併
監
　
・
．
　
r
一
．
．

　
　
ミ
を
　

．
％
淘
還
れ
る
の
で
あ
庵
婚
姻
に
つ
い
で
、
遠
忌
思
う
造
徳
的
難

　
　
　
　
質
を
溜
め
な
い
も
の
は
な
い
φ
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
、
・
そ
め
道

、
　
欝
、
粛
實
催
格
或
は
サ
ク
｝
／
ト
亡
て
の
宗
教
的
…
皆
、

　
　
　
　
を
無
調
す
る
の
あ
ま
瀕
、
其
法
律
的
性
質
を
否
定
せ
ん
と
す
る
の
は

　　

@　

曹
ﾅ
蕉
脂
溶
蕾
努
慰
に
奪
、
、
そ
の
葎
璽
馨

　
　
　
　
約
手
看
過
↓
得
み
い
こ
慮
盟
で
あ
る
偽
ご
．
．
い

　　

@
　
　
べ
繋
ゲ
罐
懲
傳
蕊
王
家
雌
制
遷
履
ば
知
何
κ
嘆

ナ
　
　
　
　
〆
…
敏
授
は
、
薪
　
憲
法
、
ぐ
薪
拳
法
の
制
定
を
廻
っ
て
、
溢
が
古
語
・
の
家

　
　
轟

　
　
　
　
挨
六
度
を
、
そ
の
薔
建
性
ト
の
故
塁
膿
す
べ
き
で
あ
謡
い
陵

　
　
　
　
論
議
を
聴
《
の
な
遺
憾
で
搾
る
櫛
と
言
あ
れ
も
。
．
’
，
　
へ
・
　
　
8

　
　
　
　
，
・
・
そ
の
理
婁
書
鷹
慮
備
羨
の
如
く
風
あ
る
。
わ
濁
ρ

　
　
　
　
徳
瀧
的
な
家
挨
制
度
の
質
の
摂
　
砥
を
な
ト
す
噺
の
ぼ
、
父
母
の
殊
に
母

　
　
　
　
．
あ
子
に
封
ず
る
嚢
墾
善
誘
父
母
、
阻
先
に
蒸
す
る
舞
の

　
　
　
，
叢
談
で
あ
る
，
態
勢
墓
《
相
欝
孤
猫
跨
纏
る
自
然
物
に
樹

誓
、
　
、
一
一
，
．
．
　
賦
∵
へ
・
・
訟
〆
㌔
影
㌃
．
　
・

∴
」
～
　
　
　
二
　
．
二
ひ
冷
・
．
＼
　
・
へ
．

　
も
の
ど
す
べ
き
だ
、
相
績
ゆ
面
に
於
て
も
精
榊
的
存
在
乏
し
て
σ
家

　
（
藪
授
は
之
を
宗
教
家
態
と
名
か
け
ら
れ
る
）
ば
存
綾
せ
し
み
る
必
　
　
．

要
撃
あ
る
、
組
埜
、
盟
と
し
り
て
無
念
せ
ら
れ
て
い
桑
は
近
代
塁

　
義
の
精
神
と
背
聾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
壌
止
す
べ
き
で
は
な
い
、

軽
み
で
あ
る
。
ジ
磯
ジ
　
聖
～
～
　
～

　
．
暗
い
で
、
設
髭
謄
撃
短
籍
王
制
と
し
℃
、
①
謎
謎

嬢
鍛
環
礁
懸
樋
雛
窺
渦
雛
飛
騨
点
播

　
に
其
厭
気
公
法
上
⑳
そ
れ
と
類
似
し
h
域
程
獲
の
不
熱
湯
及
び
服
從

添
要
請
せ
ら
轟
て
い
る
逗
を
叢
書
れ
る
つ
㍗
£
　
、

」
斯
ズ
て
教
授
の
所
志
は
、
線
の
誉
暴
で
契
れ
て
い
　
る
。
ー

ー
蒙
擬
は
、
、
自
然
的
、
道
魑
、
覆
没
悪
難
係
義
藩
穿
る

φ
で
あ
象
、
そ
れ
が
6
怯
現
象
と
選
現
簸
る
騰
り
，
蒙
庭
　
寧

め
霜
藻
詳
し
罎
す
る
も
落
、
謬
蓄
掻
書
け
窪

、
蓬
毒
9
そ
う
し
姦
は
人
の
伯
義
理
讐
黒
黒
欲
穣
継
続












